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IEP（英語集中プログラム）について 

 

１ 科目一覧 

第１学期 第２学期 

リスニング英語Ⅰ 

ライティング英語Ⅰ 

リーディング英語Ⅰ 

スピーキング英語Ⅰ 

プレゼンテーション英語基礎Ⅰ 

リスニング英語Ⅱ 

ライティング英語Ⅱ 

リーディング英語Ⅱ 

スピーキング英語Ⅱ 

プレゼンテーション英語基礎Ⅱ 

 

２ IEP（英語集中プログラム）によって，どのようにして学生のレベルアップを図るのか 

 

（1） 英語イマージョン教育 

英語を習得するということは，英単語や英文法を学ぶだけでなく，急速にグローバル化

が進む中で英語を国際コミュニケーションの道具として「使用」できるようになるという

ことである。IEPでは，すべて授業は英語で行われる。それにより，英語のイマージョン

（学習しようとする外国語のみを使用して授業を行う）教育を実践し，常に英語に「さら

される」環境、英語を「使わなければならない」環境づくりが実現する。半年間という短

期間において，学生が持つ英語力を大幅に向上させるためには，日本にいながらにして，

異文化体験ができ，英語インプット（読む・聞く）とアウトプット（書く・話す）を連動

させることが不可欠である。 

 

（2） クラス編成と英語力のレベルアップに関して 

IEPでは，入学時の学生の英語力を CEFRの B1（英検 2級・TOEFL IBT 42～71・TOEIC 

L&R 550～, S&W 240～）程度と想定しており，それを半年間で B2（英検准 1級・TOEFL 

IBT 72～94・TOEIC L&R 785～, S&W 310～）までレベルアップする事を目指している。

それを以下の考えに基づき，実践する。 

英語（語学）の運用能力を伸ばす為に，以下の三つの要素を満たすことが重要であ

る。 

①少人数クラス ②習熟度別クラス編成 ③優秀な教員（誰がどのような教材を用い

てどのように教えるか）。 

 ① 少人数クラス 

IEP（必修）を履修する学生の総数が 80名で，５クラス編成。1クラス 16名とな

り，他大学の実情と比較しても理想的なクラスサイズを実現できる。少人数制により，

毎回小テストや課題などを通じて教員が学生の理解度を細かく把握でき，個々のニーズ

にあわせた授業内容を提供できる。アクティブ・ラーニングにより，ペアワーク，ディ

スカッションを行いながら，小さな学びの共同体の中でトレーニングを行うことができ

る。クラス貢献度評価を行い，学生が主体性をもって授業に参加することを促進する。 
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② 習熟度別クラス編成 

学生の習熟度（初級・中級・上級）に合わせた学習内容を提供することで，それぞれ

の学生が持っている力を最大限に引き出し，さらなる英語力向上につなげていくことが

可能になる。 

習熟度の異なる学生がクラス内に混在している場合には，習熟別クラスと比較してク

ラス運営が困難になる。使用する教科書の難易度とも連動してくるが，教科書の内容が

難しいと英語力のない学生は，授業についていけない。逆に内容が易しいと英語力のあ

る学生は，退屈してしまい英語力を向上させようというモーティベーションを失ってし

まう。このような状況を避けるため，学生の習熟度に合わせた内容で授業を展開するこ

とが非常に重要である。 

また，同一科目内で使用される教科書は，基本的に同一出版社，同一著者の作成した

習熟度別テキストを使用する事に加えて，2クオーターでは，基本的に 1クオーターで

使用した習熟度別テキストの上級編を共通使用する。これにより，内容的なばらつきを

最小限に抑え，均質性を保つことができる。第 1クオーターで学んだことを，第 2クオ

ーターで関連のあるテキストで学ぶことにより，学習内容はさらにより深まることが期

待される。 

しかも，クラス運営をより効果的に行うようにするため，同じ教員が 1クオーターと

2クオーターで科目別の同一習熟度別クラスを担当する。 

第 1，第 2クオーターの 4技能の科目はすべて専任教員が責任を持って実施し，内

容，レベル，到達目標の共有化を図り、教員同士の情報交換を円滑にする。学生の全体

的な学力を上げていくため，ばらつきは最小限にとどめ，均質性も担保される。 

 ③ 優秀な教員 

バイリンガルの日本人専任教員 1人，他は外国人専任教員 3人，他外国人非常勤教員

5人，バイリンガルの日本人非常勤教員 2人で授業を担当する。授業概要，習熟度別ク

ラス，使用教科書，担当教員がシスティマティックに連動しており，教員間の授業に対

する考え方や実施方法の統一性が図られている。 



1 

課題解決演習について 
資料20-1 



2 



課題解決演習　協力企業・団体一覧（自治体）

区分 機関名 担当部署 所在地 協力可否

市町 広島市 政策企画課 広島市中区国泰寺1-6-34 協力可

市町 呉市 企画課 呉市中央4-1-6 協力可

市町 竹原市 企画政策課 竹原市中央5-1-35 協力可

市町 三原市 経営企画課 三原市港町3-5-1 協力可

市町 尾道市
企画財政部
政策企画課

尾道市久保1-15-1 協力可

市町 福山市 企画政策課 福山市東桜町3-5 協力可

市町 府中市
地域振興課
地域振興係

府中市府川町315 協力可

市町 三次市 企画調整担当 三次市十日市中2-8-1 協力可

市町 庄原市
企画振興部
企画課

庄原市中本町1-10-1 協力可

市町 大竹市 企画財政課 大竹市小方1-11-1 協力可

市町 東広島市
政策企画部
政策推進監

東広島市西条栄町8-29 協力可

市町 安芸高田市 地方創生推進課 安芸高田市吉田町吉田791 協力可

市町 江田島市 企画振興課 江田島市大柿町大原505 協力可

市町 府中町
政策企画課
企画調整係

安芸郡府中町大通3-5-1 協力可

市町 海田町  企画部企画課 安芸郡海田町上市14-18 協力可

市町 熊野町
総務課
政策企画グループ

安芸郡熊野町中溝1-1-1 協力可

市町 坂町 企画財政課 安芸郡坂町平成ヶ浜1-1-1 協力可

市町 安芸太田町 企画課 山県郡安芸太田町大字戸河内784-1 協力可

市町 北広島町
企画課
政策立案室

山県郡北広島町有田1234 協力可

市町 大崎上島町
総務企画課
教育の島推進室

豊田郡大崎上島町東野6625-1 協力可

市町 世羅町 企画課 世羅郡世羅町大字西上原123-1 協力可

市町 神石高原町 政策企画課 神石郡神石高原町小畠2025 協力可

県 広島県 大学教育振興担当 広島市中区基町10-52 協力可

23承諾件数

テキストボックス
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課題解決演習　協力企業・団体一覧（民間企業）

企業等 製造 マツダ(株) 安芸郡府中町新地3-1 協力可

企業等 食料品 オタフクホールディングス(株) 広島市西区商工センター7-4-27 協力可

企業等 情報通信 (株)ドリーム・アーツ  広島市中区大手町1-2-1おりづるタワー6F 協力可

企業等 金融 三井住友海上火災保険(株)  広島市中区西十日市町9-9広電三井住友海上ビル 協力可

企業等 陸運 ヤマト運輸（株） 広島市安佐南区伴南3-1-1 協力可

企業等 金融 第一生命保険(株)  広島市南区的場町1-2-21広島第一生命OSビル10F 協力可

企業等 製造 (株)今西製作所 広島市東区矢賀新町5-7-17 協力可

企業等 設備工事 三栄産業(株)  広島市中区基町5-44（広島商工会議所ビル内） 協力可

企業等 専門サービス (株)荒谷建設コンサルタント 広島市中区江波西1-25-5 協力可

企業等 情報通信 デジタルソリューション(株) 広島市安佐南区中筋3-7-18 協力可

企業等 印刷 (株)ユニバーサルポスト 広島市西区商工センター7-5-52 協力可

企業等 小売 (株)体育社 広島市中区三川町7-5 協力可

企業等 製造、情報通信 東洋電装(株) 広島市安佐南区緑井4-22-25 協力可

企業等 物流 (株)ロジコム 広島市東区矢賀新町5-7-4 協力可

企業等 卸売 (株)バルコム 広島市安佐南区中筋3-8-10 協力可

企業等 小売 (株)酒商山田 広島市南区宇品海岸2-10-7 協力可

企業等 製造 (株)ハマダ 安芸郡府中町茂陰1-9-41 協力可

企業等 建設 (株)山崎本社 廿日市市木材港南2-4 協力可

企業等 専門サービス 社会保険労務士法人ジャスティス  呉市焼山中央1-1-10TAKAMATSU BLD2F 協力可

企業等 医療・福祉 社会福祉法人仁寿会 竹原市中央3-10-14 協力可

企業等 製造 (株)サンエイ 福山市手城町2-1-19 協力可

企業等 食料品 (株)八天堂 三原市宮浦3-31-7 協力可

企業等 陸運 広島電鉄(株) 広島市中区東千田町2-9-29 協力可

企業等 金融 大和証券(株) 広島市中区基町12-9 協力可

企業等 金融 (株)広島銀行 広島市南区西蟹屋1-1-7 協力可

企業等 ビルメンテナンス 広島管財(株) 広島市中区大手町5-7-17 協力可

企業等 金属加工 (株)広島メタルワーク 広島市中区榎町8-3 協力可

企業等 観光 せとうちＤＭＯ 広島市中区基町10-3 協力可

企業等 商社 ㈱栄工社 福山市南町7-27 協力可

企業等 情報通信 （株）システムフレンド 広島市佐伯区五日市駅前1-11-20 協力可

企業等 コンサルティング （株）地域ブランディング研究所  東京都台東区雷門2-20-3　アクアテルースUⅡ８F 協力可

企業等 製造 シグマ（株） 呉市警固屋9丁目2-28 協力可

32

協力可否

承諾件数

区分 業種 企業名 所在地

a-ishida81386
タイプライターテキスト
2



課題解決演習　協力企業・団体一覧（国際機関）

国際機関 UNITAR広島事務所 広島市中区基町5-44　広島商工会議所5F 協力可

1

区分 業種 企業名 所在地

承諾件数

a-ishida81386
タイプライターテキスト
3
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卒業プロジェクト（全体概要） 

 

 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 
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外部 
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(行政・企業等) 
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資料21

テキストボックス
資料21-1



 



「卒業プロジェクト」における教員と職員の主な役割

•
•

•

•

• •

•

•

•
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ジャンプスタートワークショップの実施計画（案） 

 

時限 1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 6 日目 

1 オリエンテーション 1 オリエンテーション 3 
ICT環境 

利用説明会(1) 
健康診断 健康診断 

ソーシャルシステムデ

ザイン入門(6) 

2 オリエンテーション 2 オリエンテーション 4 
ICT環境 

利用説明会(2) 
キャリアプラン入門 

ソーシャルシステムデ

ザイン入門(5) 

ソーシャルシステムデ

ザイン入門(7) 

3 英語力診断テスト 履修申告セミナー 図書館利用セミナー 
ソーシャルシステムデ

ザイン入門(4) 
課題解決入門(5) 課題解決入門(6) 

4 
ソーシャルシステムデ

ザイン入門(1) 

ソーシャルシステムデ

ザイン入門(2) 

ソーシャルシステムデ

ザイン入門(3) 
課題解決入門(4) 

広島新生活オリエンテ

ーション 
課題解決入門(7) 

5 課題解決入門(1) 課題解決入門(2) 課題解決入門(3) 奨学金説明会   
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完成年度の担当科目，単位数等一覧

教員名 担当科目名 科目数 単位数 開講数

1 有信睦弘 持続可能な世界と私たち 1 0.6 2

合　計 1 0.6 2

1 上杉裕子 Project Based Learning Exercise　IA/課題解決演習ⅠA 1 2 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Listening English Ⅰ/リスニング英語Ⅰ 1 2 1

Writing English Ⅰ/ライティング英語Ⅰ 1 2 1

Reading English Ⅰ/リーディング英語Ⅰ 1 2 1

Speaking English Ⅰ/スピーキング英語Ⅰ 1 2 1

Listening English Ⅱ/リスニング英語Ⅱ 1 2 1

Writing English Ⅱ/ライティング英語Ⅱ 1 2 1

Reading English Ⅱ/リーディング英語Ⅱ 1 2 1

Speaking English Ⅱ/スピーキング英語Ⅱ 1 2 1

Communicative English/コミュニカティブイングリッシュ 1 4 2

通常開講計 11 34 12

合　計 11 34 12

2 笠木　雅史 Project Based Learning Exercise　IA/課題解決演習ⅠA 1 2 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Introduction to Philosophy and Ethics/哲学・倫理学入門 1 8 4

Philosophy and Ethics/哲学・倫理学 1 4 2

Logical Thinking/ロジカルシンキング 1 6 3

通常開講計 5 32 11
合　計 5 32 11

3 石村　源生 Project Based Learning Exercise　IA/課題解決演習ⅠA 1 2 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Introduction to Ethics of Science and Technology/科学技術倫理入
門※

1 6 4

History of Science and Technology/科学技術史 1 4 2

Japanese Academic Writing/日本語アカデミックライティング 1 4 2

通常開講計 5 28 10
合　計 5 28 10

4 保井　俊之
Introduction to Social System Design/ソーシャルシステムデザイン入
門

1 2 2

ギャップ開講計 1 2 2

Project Based Learning Exercise　IB/課題解決演習ⅠB 1 2 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Public Management Theory/公共経営論 1 4 2

Studies in Socioeconomic System/社会経済システム論 1 4 2

SDGs, the world and us/持続可能な世界と私たち～SDGsの達成に
向けて～※

1 3.4 2

通常開講計 5 25.4 8
合　計 6 27.4 10

5 石川　雅紀 Short-Term Study Abroad Program/海外短期プログラム 1 8 4

ギャップ開講計 1 8 4

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Introduction to Economics/経済学入門 1 8 4

Industry and Business Model/産業・ビジネスモデル論 1 4 2

Environmental Economics/環境経済学 1 4 2

通常開講計 4 28 9
合　計 5 36 13

6 下ケ橋雅樹 Project Based Learning Exercise　IB/課題解決演習ⅠB 1 2 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Introduction to Environmental Studies/環境学入門 1 8 4

Urban Environment/都市環境論 1 4 2

Environmental Engineering/環境工学 1 4 2

通常開講計 5 30 10
合　計 5 30 10

1

テキストボックス
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教員名 担当科目名 科目数 単位数 開講数

7 河瀬　諭 Introduction to Project Based Learning/課題解決入門 1 1 1

Domestic Internship Program A/国内インターンシップA 1 8 4

ギャップ開講計 2 9 5
Project Based Learning Exercise　IB/課題解決演習ⅠB 1 2 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Introduction to Psychology/心理学概論 1 4 2

Introduction to Cognitive Science/認知科学概論 1 4 2

通常開講計 4 22 6
合　計 6 31 11

8 高須　司江 Project Based Learning Exercise　IB/課題解決演習ⅠB 1 2 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Peace Studies/平和論 1 4 2

Introduction to International Cooperation and Security/国際協力・安
全保障概論※

1 2 2

Legal Mind/法的思考 1 8 4

通常開講計 5 28 10
合　計 5 28 10

9 Project Based Learning Exercise Ⅱ/課題解決演習Ⅱ 1 4 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Introduction to Art and Literature/芸術・文学入門 1 8 4

Japanese Culture Studies/日本文化論 1 4 2

Cross-Cultural Studies/異文化論 1 4 2

通常開講計 5 32 10
合　計 5 32 10

10 瓜生原葉子 Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Introduction to Business Administration/経営学概論 1 4 2

Management Strategy and Organization Theory/経営戦略・組織論 1 4 2

Marketing Theory/マーケティング論 1 2 1

Healthcare Services/ヘルスケアサービス論 1 4 2

Introduction to Social Psychology/社会心理学概論※ 1 2 2

通常開講計 6 28 10
合　計 6 28 10

11 Introduction to Project Based Learning/課題解決入門 1 1 1

ギャップ開講計 1 1 1

Project Based Learning Exercise Ⅱ/課題解決演習Ⅱ 1 4 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Biodiversity/生物多様性論 1 4 2

Biotechnology/バイオテクノロジー論 1 4 2

Ecology/生態学 1 4 2

通常開講計 5 28 8
合　計 6 29 9

山田　芳則 Introduction to Project Based Learning/課題解決入門 1 1 1

Domestic Volunteer Program /国内ボランティア 1 8 4

ギャップ開講計 2 9 5

Project Based Learning Exercise Ⅱ/課題解決演習Ⅱ 1 4 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Introduction to Data Science A/データサイエンス概論A※ 1 5.4 5

Natural Disaster/自然災害論 1 4 2

Global Environment/地球環境論 1 4 2

通常開講計 5 29.4 11
合　計 7 38.4 16

PETKOVA
GALIA

TODOROVA

LASSALLE
MICHAEL

WOLFGANG

1

2



教員名 担当科目名 科目数 単位数 開講数

13 BURROWS Project Based Learning Exercise　IA/課題解決演習ⅠA 1 2 1
Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1
Listening English Ⅰ/リスニング英語Ⅰ 1 2 1
Writing English Ⅰ/ライティング英語Ⅰ 1 2 1
Reading English Ⅰ/リーディング英語Ⅰ 1 2 1
Speaking English Ⅰ/スピーキング英語Ⅰ 1 2 1
Listening English Ⅱ/リスニング英語Ⅱ 1 2 1
Writing English Ⅱ/ライティング英語Ⅱ 1 2 1
Reading English Ⅱ/リーディング英語Ⅱ 1 2 1
Speaking English Ⅱ/スピーキング英語Ⅱ 1 2 1
Academic Writing/アカデミックライティング 1 4 2

通常開講計 11 34 12
合　計 11 34 12

14 Project Based Learning Exercise　IA/課題解決演習ⅠA 1 2 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Listening English Ⅰ/リスニング英語Ⅰ 1 2 1

Writing English Ⅰ/ライティング英語Ⅰ 1 2 1

Reading English Ⅰ/リーディング英語Ⅰ 1 2 1

Speaking English Ⅰ/スピーキング英語Ⅰ 1 2 1

Listening English Ⅱ/リスニング英語Ⅱ 1 2 1

Writing English Ⅱ/ライティング英語Ⅱ 1 2 1

Reading English Ⅱ/リーディング英語Ⅱ 1 2 1

Speaking English Ⅱ/スピーキング英語Ⅱ 1 2 1

Current English/カレントイングリッシュ 1 4 2

Presentation English/プレゼンテーションイングリッシュ 1 2 1

通常開講計 12 36 13
合　計 12 36 13

15 土本　康生 Project Based Learning Exercise Ⅱ/課題解決演習Ⅱ 1 4 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Introduction to ICT/ICT入門 1 6 3

Essential Programing/プログラミング入門 1 6 3

Information Delivery Method/情報発信技法 1 4 2

通常開講計 5 32 10
合　計 5 32 10

16 早田　吉伸 Project Based Learning Exercise Ⅱ/課題解決演習Ⅱ 1 4 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Design Thinking , System Thinking/デザイン思考・システム思考 1 6 3

Regional Revitalization/地域活性論 1 4 2

Regional Collaboration/地域協働論 1 4 2

通常開講計 5 30 9
合　計 5 30 9

17 小野　浩二 Introduction to Project Based Learning/課題解決入門 1 1 1

Domestic Internship Program B/国内インターンシップB 1 16 4

ギャップ開講計 2 17 5

Project Based Learning Exercise　IA/課題解決演習ⅠA 1 2 1

Project Based Learning Exercise　IB/課題解決演習ⅠB 1 2 1

Project Based Learning Exercise Ⅱ/課題解決演習Ⅱ 1 4 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Finance/ファイナンス論 1 2 1

通常開講計 5 22 5
合　計 7 39 10

18 田口　陽子 Volunteer Abroad Program/海外ボランティア 1 8 4

ギャップ開講計 1 8 4

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Introduction to Cultural Anthropology/文化人類学概論 1 4 2

Fieldwork Studies/フィールドワーク研究 1 4 2

Japanese Academic Writing/日本語アカデミックライティング 1 4 2

通常開講計 4 24 7
合　計 5 32 11

RAFIEYAN
VAHID

3



教員名 担当科目名 科目数 単位数 開講数

19 粥川　準二 Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Media Studies/メディア論 1 4 2

Introduction to Sociology/社会学概論 1 4 2

Introduction to Bioethics/生命倫理学概論 1 4 2

Introduction to Ethics of Science and Technology/科学技術倫理入
門※

1 2 4

通常開講計 5 26 11
合　計 5 26 11

20 Project Based Learning Exercise　IB/課題解決演習ⅠB 1 2 1

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Listening English Ⅰ/リスニング英語Ⅰ 1 2 1

Writing English Ⅰ/ライティング英語Ⅰ 1 2 1

Reading English Ⅰ/リーディング英語Ⅰ 1 2 1

Speaking English Ⅰ/スピーキング英語Ⅰ 1 2 1

Listening English Ⅱ/リスニング英語Ⅱ 1 2 1

Writing English Ⅱ/ライティング英語Ⅱ 1 2 1

Reading English Ⅱ/リーディング英語Ⅱ 1 2 1

Speaking English Ⅱ/スピーキング英語Ⅱ 1 2 1

Academic Reading/アカデミックリーディング 1 4 2

Presentation English/プレゼンテーションイングリッシュ 1 2 1

通常開講計 12 36 13
合　計 12 36 13

21 瀬古　素子 Internship Abroad Program/海外インターンシップ 1 8 4

ギャップ開講計 1 8 4

Degree　Project/卒業プロジェクト 1 12 1

Studies in Diversity and Multiculturalism/多文化共生社会論 1 4 2

Introduction to International Cooperation and Security/国際協力・安
全保障概論※

1 2 2

Facilitation/ファシリテーション 1 2 1

Project Management/プロジェクトマネジメント 1 2 1

通常開講計 5 22 7
合　計 5 22 7

KASPAREK
NICHOLAS

RYAN
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公立大学法人県立広島大学職員就業規則 

平成１９年４月１日 

法人規程第５２号 

目次 

第１章 総則 

第２章 人事 

第１節 採用 

第２節 評価 

第３節 昇任及び降任 

第４節 異動 

第５節 休職及び復職 

第６節 退職 

第７節 解雇 

第８節 退職証明書等 

第３章 給与 

第４章 服務 

第５章 勤務時間，休日，休暇，休業等 

第６章 研修 

第７章 表彰 

第８章 懲戒等 

第９章 安全及び衛生 

第１０章 出張等 

第１１章 福利厚生 

第１２章 災害補償 

第１３章 退職手当 

第１４章 職務発明等 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は，労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）第

８９条の規定に基づき，公立大学法人県立広島大学（以下「法人」という。）に勤務する

職員の労働条件，服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「職員」とは，法人に勤務する常勤の者（公立大学法人県立広島

大学教員の任期に関する規程（平成１９年法人規程第５３号。以下「任期規程」という。）

で定めるところにより任期を付して雇用する教員（以下「任期付教員」という。）を含む。）

をいう。 

２ この規則において「教員」とは，前項の職員のうち，教授，准教授，講師，助教及び助

手の職にある者をいう。 

テキストボックス
資料24-1
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（適用範囲等） 

第３条 この規則は，第２条第１項に規定する職員に適用する。 

２ 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）

第２条第１項の規定により，広島県その他の地方公共団体から派遣された職員（以下「派

遣職員」という。）に関し法人と当該団体との間で締結される派遣の取決めに定められた

事項については，前項の規定にかかわらず，その取決めによる。 

３ 教員の人事等に関しては，任期規程及び公立大学法人県立広島大学教員人事規程（平成

１９年法人規程第５４号）に定めのある事項については，第１項の規定にかかわらず，当

該規程の定めるところによる。 

４ 法人に勤務する者のうち，非常勤の者及び臨時的に雇用される者については，公立大学

法人県立広島大学非常勤職員等就業規則（平成１９年法人規程第６９号）の定めるところ

による。 

５ 法人に勤務する者のうち，期間を定めて雇用される者（任期付き教員を除き，期間の定

めのない労働契約へ転換した者を含む。）については，公立大学法人県立広島大学法人契

約職員就業規則（平成２１年法人規程第６号）の定めるところによる。 

（法令等との関係） 

第４条 職員の就業に関し，この規則及びこれに附属する法人規程に定めのない事項につい

ては，労基法その他の関係法令の定めるところによる。 

（規則の遵守義務） 

第５条 法人及び職員は，それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し，その実行に努めなけ

ればならない。 

第２章 人事 

第１節 採用 

（採用） 

第６条 職員の採用は，競争試験又は選考により行う。 

２ 採用に関する事項については，理事長が別に定める。 

（労働条件の明示） 

第７条 職員の採用に際しては，採用しようとする者に対し，この規則を提示するとともに，

次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。 

(1) 給与に関する事項 

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項 

(3) 労働契約の期間に関する事項 

(4) 始業及び終業の時刻，所定勤務時間を超える勤務の有無，休憩時間，週休日，休日

並びに休暇に関する事項 

(5) 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

（採用時の提出書類） 

第８条 職員に採用された者は，次に掲げる書類を速やかに理事長に提出しなければならな

い。ただし，理事長が提出を要しないと認めたものについては，この限りでない。 

(1) 履歴書 
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(2) 学歴，職歴及び資格に関する証明書 

(3) 身体検査書 

(4) その他理事長が必要と認める書類 

２ 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは，その都度速やかに，理事長にこれを

届け出なければならない。 

（採用後の赴任） 

第９条 職員は，採用後直ちに赴任しなければならない。ただし，住居の移転その他やむを

得ない事情により直ちに赴任できない場合には，理事長の承認を得て，理事長の指定する

日までに赴任するものとする。 

（試用期間） 

第１０条 試用期間は，職員として採用された日から６か月間とする。ただし，理事長が必

要と認めた場合は，試用期間を短縮し，又は設けないことができる。 

２ 前項の試用期間は，理事長が必要と認めた場合は，採用後１年を超えない範囲でこの期

間の延長をすることができる。 

３ 理事長は，試用期間中の職員について，勤務実績が不良であること，心身に故障があ

ることその他の事由により雇用を継続することが適当でないと認める場合には，試用期間

中に解雇し，又は試用期間満了時に本採用としないことができる。 

４ 第２３条の規定は，前項の試用期間中の解雇又は試用期間満了時に本採用としない場合

に準用する。 

５ 試用期間は，勤続年数に通算する。 

第２節 評価 

（勤務評定） 

第１１条 法人は，職員の勤務成績について，評定を実施する。 

２ 勤務成績の評定に関する事項については，理事長が別に定める。 

第３節 昇任及び降任 

（昇任） 

第１２条 職員の昇任は，選考による。 

２ 前項の選考は，前条第１項に規定する勤務評定のほか，総合的な能力評価に基づいて行

う。 

（降任） 

第１３条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には，これを降任させることができる。 

(1) 勤務実績が不良の場合 

(2) 心身の故障のため，職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えない場合 

(3) 前２号に掲げるもののほか，その職に必要な適格性を欠く場合 

(4) 組織の改廃又は過員が生じた場合で，法人の経営上又は業務上やむを得ないとき。 

２ 前項に定めるもののほか，職員の降任に関し必要な事項は，公立大学法人県立広島大学

職員の降任，解雇及び休職に関する規程（平成１９年法人規程第５５号）で定める。 

第４節 異動 

（異動） 
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第１４条 理事長は，法人の業務上の必要により，職員に対し配置換，兼務又は出向（以下

「配置換等」という。）を命じることがある。 

２ 職員は，正当な理由がない限り，配置換等を拒むことができない。 

３ 第９条の規定は，配置換又は兼務を命じられた場合に準用する。 

 第５節 休職及び復職 

（休職） 

第１５条 理事長は，職員が次の各号のいずれかに該当する場合は，休職させることができ

る。 

(1) 心身の故障のため，長期の休養を要する場合 

(2) 刑事事件に関し起訴された場合 

(3) 学校，研究所その他これらに準ずる公共的施設において，その職員の職務に関連が

あると認められる学術に関する事項の調査，研究又は指導に従事する場合 

(4) 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となった場合 

(5) 前各号に掲げるもののほか，休職させることが適当と認められる場合 

２ 試用期間中の職員については，前項の規定を適用しない。 

３ 前２項に定めるもののほか，職員の休職に関し必要な事項は，公立大学法人県立広島大

学職員の降任，解雇及び休職に関する規程で定める。 

（休職の期間） 

第１６条 前条第１項各号（第２号を除く。）の規定に該当する場合における休職の期間は，

３年を超えない範囲内において，必要に応じ，個々の場合について，理事長が定める。こ

の場合において，休職の期間が３年に満たないときは，初めに休職した日から引き続き３

年を超えない範囲内において，これを更新することができる。 

２ 前条第１項第２号の規定に該当する場合における休職の期間は，当該刑事事件が裁判所

に係属する間とする。 

（復職） 

第１７条 理事長は，前条に規定する休職の期間中であっても，その事由が消滅したと認め

られるときは，速やかに復職を命じるものとする。 

第６節 退職 

 （退職） 

第１８条 職員は，次の各号のいずれかに該当するときは，当該各号に定める日をもって退

職する。 

(1) 退職を申し出たとき 理事長が退職日として承認した日 

(2) 定年に達したとき 定年に達した日以後最初の３月３１日 

(3) 任期付教員について，その任期が満了したとき 任期満了日 

(4) 休職期間が満了した後も，その休職事由がなお消滅しないとき 休職期間満了日 

(5) 死亡したとき 死亡日 

（自己都合による退職手続） 

第１９条 職員は，自己の都合により退職しようとするときは，特別の事由がある場合を除

き，退職を予定する日の３０日前までに，文書をもって理事長に申し出なければならない。 
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（定年） 

第２０条 職員の定年は，次の各号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に定める年齢とす

る。 

(1) 教員 ６５歳 

(2) その他の職員 ６０歳 

２ 教育研究又は法人運営における特別な事情があると理事長が認める場合は，前項に規定

する定年によらないことができる。 

（再雇用） 

第２１条 第１８条第２号の規定により退職した職員（教員を除く。）が再雇用を希望する

場合には，満６５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間，再雇用する。 

２ 再雇用は１年毎に更新するものとする。 

３ 前項に定めるもののほか，再雇用に関し必要な事項は，理事長が別に定める。 

第７節 解雇 

（解雇） 

第２２条 理事長は，職員が次の各号のいずれかに該当する場合には，解雇する。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合 

(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し，又はこれに加入した場合 

２ 理事長は，前項第２号の規定にかかわらず，業務執行中又は通勤途上の過失による交通

事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について，情

状を考慮して特に必要があると認めるときは，解雇しないものとすることができる。 

３ 前項の規定により当該解雇されないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを

取り消されたときは，解雇する。 

４ 理事長は，職員が次の各号のいずれかに該当する場合には，解雇することができる。 

(1) 勤務実績が著しく不良で，改善の見込みがない場合 

(2) 心身の故障のため，職務の遂行に著しく支障があり，又はこれに堪えない場合 

(3) 前２号に該当する場合のほか，その職に必要な適格性を欠く場合 

(4) 組織の改廃又は過員が生じた場合において，配置換その他の措置が困難で，解雇の

回避のための努力を尽くしたにもかかわらず，法人の経営上又は業務上やむを得ない

とき。 

５ 前各項に定めるもののほか，職員の解雇に関し必要な事項は，公立大学法人県立広島大

学職員の降任，解雇及び休職に関する規程で定める。 

（解雇制限） 

第２３条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する期間は，解雇しない。

ただし，療養開始後３年を経過した日において，地方公務員災害補償法（昭和４２年法律

第１２１号。以下「地公災法」という。）に基づく傷病補償年金を受けている場合若しく

は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合又は天災事変その他やむを得
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ない事由のために事業の継続が不可能となり，その事由について行政官庁の認定を受けた

場合は，この限りでない。 

(1) 業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のため休業をする期間及びその後３０日間 

(2) 労基法第６５条に定める産前産後の休業をする期間及びその後３０日間 

（解雇予告） 

第２４条 職員を解雇する場合は，少なくとも３０日前に予告をし，又は労基法に定める平

均賃金（以下「平均賃金」という。）の３０日分を支払うものとする。ただし，予告の日

数は，平均賃金を支払った日数に応じて短縮するものとする。 

２ 前項の規定は，試用期間中の職員（採用後１４日を超えて引き続き雇用された者を除

く。）を解雇する場合又は行政官庁の認定を受けた場合には，適用しない。 

第８節 退職証明書等 

（退職証明書） 

第２５条 理事長は，退職し，又は解雇された者（解雇予告された者を含む。）が退職証明

書の交付を請求したときは，速やかにこれを交付する。 

２ 前項の退職証明書に記載する事項は，次のとおりとする。 

(1) 雇用期間 

(2) 業務の種類 

(3) その事業における地位 

(4) 給与 

(5) 退職の事由（解雇の場合におけるその理由を含む。） 

３ 退職証明書には，職員が請求した事項のみを記載するものとする。 

（退職又は解雇後の責務） 

第２６条 職員が退職し，又は解雇された場合は，遅滞なく，法人から貸与された物品を返

還しなければならない。 

第３章 給与 

（給与） 

第２７条 職員の給与については，公立大学法人県立広島大学職員給与規程（平成１９年法

人規程第５６号）及び公立大学法人県立広島大学年俸制職員給与規程（平成３１年法人規

程第１号）の定めるところによる。 

第４章 服務 

（職務専念義務等） 

第２８条 職員は，法人の使命と業務の公共性を自覚し，誠実かつ公正に職務を遂行すると

ともに，職務の遂行に専念しなければならない。 

（職務専念義務免除） 

第２９条 職員は，勤務時間内において，次の各号のいずれかに該当する場合においては，

あらかじめ，理事長の承認を得て，その職務に専念する義務を免除されることができる。 

(1) 研修を受ける場合 

(2) 法人の厚生に関する計画の実施に参加する場合 

(3) 労働組合法（昭和２４年法律第１７４号）第６条に規定する交渉に参加する場合 



 7 

(4) その他理事長が定める場合 

（法令等及び上司の命令に従う義務） 

第３０条 職員は，法令及び法人の諸規程を遵守し，上司の指揮命令に従ってその職務を遂

行しなければならない。 

２ 職員は，常に能力の開発，能率の向上及び業務の改善を目指し，相互協力の下に業務の

正常な運営に努めなければならない。 

３ 上司は，指揮命令を受ける職員の人格を尊重し，その指導育成に努めるとともに，率先

して職務を遂行しなければならない。 

（禁止行為） 

第３１条 職員は，次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 法人の名誉若しくは信用を傷つけ，又は職員全体の不名誉となるような行為 

(2) 法人の秩序又は規律を乱す行為  

(3) 職務上の地位を私的に利用する行為 

(4) 理事長の許可なく，法人の敷地及び施設内で，業務の正常な運営を妨げる集会，演

説又は文書・図画の配布若しくは掲示を行うことその他これに準ずる行為 

(5) 理事長の許可なく，法人の敷地及び施設内で営利を目的とする金品の貸借をし，物

品の売買を行うこと。 

（守秘義務） 

第３２条 職員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

２ 法令による証人，鑑定人等となり，職務上の秘密に属する事項を発表する場合には，理

事長の許可を受けなければならない。 

（職員の倫理） 

第３３条 職員は，職務の倫理の保持に努めなければならない。 

２ 職員の倫理に関し必要な事項は，公立大学法人県立広島大学職員倫理規程（平成１９年

法人規程第５７号）で定める。 

（ハラスメント等の防止） 

第３４条 職員は，セクシュアル・ハラスメント，アカデミック・ハラスメント，パワー・

ハラスメント，その他の人権侵害行為（以下「ハラスメント等」という。）をいかなる形

でも行ってはならず，これの防止及び排除に努めなければならない。 

２ 前項のハラスメント等の防止及び排除に関し必要な事項は，公立大学法人県立広島大学

ハラスメント等の防止等に関する規程（平成１９年法人規程第５８号）の定めるところに

よる。 

（兼業） 

第３５条 職員は，理事長の許可を受けた場合でなければ，他の業務に従事し，又は自ら営

利企業を営んではならない。 

２ 職員の兼業に関し必要な事項は，公立大学法人県立広島大学職員兼業規程（平成１９年

法人規程第５９号）で定める。 

第５章 勤務時間，休日，休暇，休業等 



 8 

（勤務時間，休日及び休暇等） 

第３６条 職員の勤務時間，休日及び休暇等については，公立大学法人県立広島大学職員の

勤務時間，休日，休暇等に関する規程（平成１９年法人規程第６０号）の定めるところに

よる。 

（育児・介護休業等） 

第３７条 職員は，３歳に満たない子の養育又は家族の介護をするため，理事長に申し出て，

育児休業又は介護休業をし，又は勤務時間の短縮その他必要な措置を受けることができる。 

２ 育児休業，介護休業及び勤務時間の短縮その他必要な措置に関し必要な事項は，公立大

学法人県立広島大学職員の育児休業等に関する規程（平成１９年法人規程第６１号）及び

公立大学法人県立広島大学職員の介護休業に関する規程（平成１９年法人規程第６２号）

で定める。 

第６章 研修 

 （研修） 

第３８条 理事長は，業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため，必要な研修の実

施に努めなければならない。 

２ 職員は，前項の研修を命じられた場合には，これを受けなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか，研修に関し必要な事項は，理事長が別に定める。 

第７章 表彰 

 （表彰） 

第３９条 理事長は，職員が次の各号のいずれかに該当する場合には，表彰する。 

(1) 職務上特に顕著な功績があった場合 

(2) 法人の名誉を高める行為を行った場合 

(3) その他理事長が必要と認める場合 

２ 前項に定めるもののほか，表彰に関し必要な事項は，理事長が別に定める。 

第８章 懲戒等 

（懲戒） 

第４０条 理事長は，職員が次の各号のいずれかに該当する場合には，懲戒に処することが

できる。 

(1) 正当な理由がなく無断欠勤をし，出勤の督促をしてもなおこれに応じない場合 

(2) 正当な理由がなく欠勤，遅刻を繰り返すなど勤務を怠り，業務に支障を及ぼした場

合 

(3) 正当な理由がなく業務上の指示，命令に従わなかった場合 

(4) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合 

(5) 窃盗，横領，傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合 

(6) 法人・大学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合 

(7) 素行不良で法人・大学の秩序又は風紀を乱した場合 

(8) 重大な経歴詐称をした場合 

(9) 前各号に掲げるもののほか，法令及び法人規程に違反し，又は前各号に準ずる不都

合な行為があった場合 
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２ 理事長は，管理監督者の管理監督下にある職員に前項の懲戒に該当する行為があった場

合は，当該職員の管理監督者をその監督責任により懲戒に処することができる。 

 （懲戒の種類） 

第４１条 懲戒は，次に掲げる区分に応じ行うものとする。 

(1) 戒告（その責任を確認し，将来を戒めることをいう。） 

(2) 減給（１回の額が労基法第１２条に規定する平均賃金の１日分の半額を超えず，か

つ，１給与支払期における給与の総額の１０分の１を上限として給与を減額すること

をいう。） 

(3) 停職（１日以上６か月以下の期間を定めて出勤を停止し，職務に従事させず，その

間の給与を支給しないことをいう。） 

(4) 諭旨解雇（退職を勧告し，これに応じない場合には，３０日前に予告して，又は３

０日分の平均賃金を支払って解雇することをいう。） 

(5) 懲戒解雇（予告期間を設けないで，即時に解雇することをいう。） 

（懲戒の手続等） 

第４２条 前２条に定めるもののほか，職員の懲戒の手続その他懲戒に関し必要な事項は，

公立大学法人県立広島大学職員懲戒規程（平成１９年法人規程第６３号）の定めるところ

よる。 

（訓告等） 

第４３条 理事長は，第４１条に規定するもののほか，服務を厳正にし，規律を保持するた

めに必要があるときは，文書又は口頭により，厳重注意又は訓告を行うことができる。 

（損害賠償） 

第４４条 職員が故意又は重大な過失によって法人に損害を与えた場合は，その損害の全部

又は一部を賠償させることができる。 

第９章 安全及び衛生 

（安全衛生管理） 

第４５条 理事長は，労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他の関係法令（以下

「労働安全衛生法等」という。）に基づき，職員の健康増進と危険防止のために必要な

措置を講じる。 

（安全衛生協力義務） 

第４６条 職員は，安全，衛生及び健康の確保について，労働安全衛生法等及び上司の指示

に従うとともに，法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。 

（安全衛生教育） 

第４７条 職員は，法人が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。 

（非常災害時の措置） 

第４８条 職員は，火災その他非常災害の発生を発見し，又はその発生のおそれがあること

を知ったときは，緊急の措置を執るとともに直ちに上司その他関係者（以下「上司等」と

いう。）に連絡して，その指示に従い，被害を最小限に食い止めるように努力しなければ

ならない。 

（健康診断） 
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第４９条 職員は，採用時及び毎年定期的に行う健康診断のほか，必要に応じて臨時の健康

診断を受けなければならない。ただし，医師による健康診断を受け，その者が当該健康

診断の結果を証明する書面を提出したときは，この限りでない。 

２ 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には，職員に勤務時間の短縮等健康

保持に必要な措置を講じるものとする。 

３ 職員は，正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。 

（就業の禁止） 

第５０条 法人は，職員が次の各号のいずれかに該当する場合は，就業を禁止することがで

きる。 

(1) 伝染性の疾病にかかった場合 

(2) 心臓，腎臓，肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある場合 

(3) 前２号に掲げる場合に準ずる事情がある場合 

（その他必要な事項） 

第５１条 この章に定めるもののほか，職員の安全及び衛生に関する事項は，公立大学法人

県立広島大学職員安全衛生管理規程（平成１９年法人規程第６４号）の定めるところによ

る。 

第１０章 出張等 

（出張） 

第５２条 理事長は，業務上必要がある場合は，職員に出張を命ずることができる。 

２ 出張を命じられた職員は，出張を終えたときには，速やかに報告しなければならない。 

（旅費） 

第５３条 第９条の規定による赴任及び前条に規定する出張に要する旅費については，公立

大学法人県立広島大学職員旅費規程（平成１９年法人規程第６５号）の定めるところによ

る。 

第１１章 福利厚生 

 （宿舎） 

第５４条 職員の宿舎の利用については，公立大学法人県立広島大学職員宿舎規程（平成１

９年法人規程第６６号）の定めるところによる。 

（互助組合） 

第５５条 職員は，財団法人広島県教育職員互助組合に加入するものとする。ただし，派遣

職員については，この限りでない。 

第１２章 災害補償 

（業務災害及び通勤災害） 

第５６条 職員の業務上の災害（負傷，疾病，障害又は死亡をいう。以下同じ。）及び通勤

による災害については，地公災法の定めるところによる。 

第１３章 退職手当 

 （退職手当） 

第５７条 職員の退職手当については，公立大学法人県立広島大学職員退職手当規程（平成

１９年法人規程第６７号）の定めるところによる。 
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第１４章 職務発明等 

 （職務発明等） 

第５８条 職員が職務上行った発明等及びこれらに係る権利の取扱いについては，公立大学

法人県立広島大学知的財産権取扱規程（平成１９年法人規程第６８号）の定めるところに

よる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第５９条第２項の規定により法人の

職員となった者で，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に定年を６５歳を

超えた年齢と定められているものの定年は，第２０条の規定にかかわらず，施行日前に定

められた年齢とする。 

   附 則 

 この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成２２年６月３０日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成２８年１２月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年法人規程第３号） 

 （施行期日） 

 この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 

 

 



公立大学法人県立広島大学職員の定年の特例に関する規程 

平成２７年４月１日 

法人規程第８号 

 (趣旨) 

第１条 この規程は，公立大学法人県立広島大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第２０条

第２項の規定に基づき，職員の定年の特例について必要な事項を定めるものとする。 

(定年の特例) 

第２条 理事長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，その対象となる職員の定年については，

就業規則第２０条第１項に規定する定年によらず，当該各号に掲げる年齢とすることができる。 

(1) 学部，大学院研究科等の新設又は再編に伴い，その設置認可申請等に際し教員審査の対象と

なる教員を教授として採用する場合 完成年度(学部，大学院研究科等の開設後，学年進行が

終了する年度をいう。以下同じ。)の末日におけるその者の年齢

(2) 学部，大学院研究科等の新設又は再編に伴い，法人に在職している教員をその設置認可申請

等に際し教員審査の対象となる教員とする場合 完成年度の末日におけるその者の年齢

(3) その他教育研究又は法人運営における特別な事情があると理事長が認める場合 理事長が認

める年齢

２ 前項第２号に該当し，同項の規定により定年の特例措置を講ずる場合は，定年の変更に関する労

働契約を締結しなければならない。 

(その他) 

第３条 この規程の実施について必要な事項は，理事長が別に定める。 

附 則 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 
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